第２４回手話通訳者養成講座（平日コース）前期　開催要項
１．開催目的
国の手話通訳者養成カリキュラムに基づき手話通訳者を養成すること
２．養成目標
障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等についての理解と認識を深め、手話通訳に必要な語彙、表現技術及び基本技術を習得すること
３．受講資格（全項目を満たす者）
１）奈良県の登録手話通訳者として活動を希望する者で、満１８歳以上（ただし高校生は不可）かつ、手話通訳者全国統一試験合格後、手話通訳者として長く活動ができる奈良県在住・在勤の者
２）手話奉仕員養成講座 基礎課程を修了している者（修了見込みも含む）　※修了証の写し要
３）手話言語の基本文法（手話の特徴）を駆使して特定の聴覚障害者と日常会話が可能な者
４）講座（前期・後期）修了後、手話通訳者全国統一試験を必ず受験し、合格後奈良県の登録手話通訳者として心身ともに健康で意欲的に活動に従事できる者
５）２０２６年３月１６日（月）に実施する選考テストに参加できる者
６）社会福祉法人全国手話研修センター主催の全国手話検定試験２級以上の手話技能資格を有する者
　（資格を有していない者は、応相談）
※申込者は選考テストを受けていただきます。テストの結果によっては受講がかなわない場合があります。
４．受講定員
２０名（定員を超過した場合は、選考結果を踏まえ奈良県在住または在勤の者を優先）
受講決定は３月１８日にメールにて通知をします。
５．選考テスト
　　　手話言語の基本文法を駆使しての表現テストと筆記テストを行います。
日時:２０２６年３月１６日（月）９時３０分～１２時　奈良県聴覚障害者支援センター
６．講習日程
２０２６年４月６日（月）～２０２６年１０月２６日（月）　詳細は、日程表を参照のこと
７．修了条件
１）実技講座の８０％以上を受講　２）講義をすべて受講　
　※後期へ進むためには、前期講座の修了証と到達度試験の合格が必須。
８．講習内容
社会福祉法人全国手話研修センター発行のテキストを使用
	必須テキスト
	手話通訳Ⅰ　―ホップ―
	３，０８０円

	
	手話通訳者養成のための講義テキスト　改訂版
	１，９８０円

	
	
	

	推奨図書
	『一人ひとりが輝ける未来へ』
	５５０円

	
	『わたしたちの手話学習辞典Ⅰ』（緑色）
	２，８６０円

	
	『わたしたちの手話学習辞典Ⅱ』（オレンジ色）
	２，８６０円

	
	『ろうあ大和』（月１回発行）
	年間２，５００円

	
	『日本聴力障害新聞』（月１回発行）
	年間４，３００円









※上記テキストの価格は総額（消費税を含めた価格）を表示しています。
９．受講料
１０，０００円（前期課程　３８講座　７６時間分）　※テキスト代は別途 要
・受講決定後の事前説明会にてお支払いください。　・途中で参加できなくなっても返金はできません。
・お申し込み日から１週間を過ぎたキャンセルについては、受講料を一括にてお支払いいただきます。
10．申込方法
[image: ]申込書の様式は当センターＨＰからダウンロードしてください。
・持参：直接当センターへ持参（月曜日～土曜日　９時～１７時）
・郵送：封筒に「第２４回手話通訳者養成講座　前期申込書在中」と赤で記入し郵送
・フォーム：当センターホームぺージ、または右の二次元コードより
11．申込締切
２０２６年３月９日（月）１７時【必着・厳守】
12．申込先・問い合わせ先
奈良県聴覚障害者支援センター　
〒634—0061　奈良県橿原市大久保町３２０番地１１　奈良県社会福祉総合センター４階
ＴＥＬ 0744—21—7880　　ＦＡＸ 0744—21—7888　　ＨＰ https://nds-center.nara.jp
　※問い合わせは、月曜日から金曜日の９時～１７時にお願いします。


第２４回手話通訳者養成講座（平日コース）前期　日程表
	前期（予定）
	後期（予定）

	手話Ⅰ
	手話Ⅱ
	手話Ⅲ

	年
	必須
	月
	日
	曜
	回
	時間
	年
	必須
	月
	日
	曜
	回
	時間
	年
	必須
	月
	日
	曜
	回
	時間

	2026
	
	３
	30
	月
	－
	13時～17時
	2026
	
	12
	21
	月
	
	13時～17時
	2027
	
	７
	５
	月
	１
	10時～12時

	
	
	４
	６
	月
	－
	9時30分～9時45分
	2027
	
	１
	18
	月
	－
	9時30分～9時45分
	
	
	
	
	
	２
	13時～15時

	
	
	
	
	
	１
	10時～12時
	
	
	
	
	
	１
	10時～12時
	
	
	
	12
	月
	３
	10時～12時

	
	
	
	
	
	２
	13時～15時
	
	
	
	
	
	２
	13時～15時
	
	※
	
	
	
	４
	13時～15時

	
	
	
	20
	月
	３
	10時～12時
	
	
	
	25
	月
	３
	10時～12時
	
	※
	
	26
	月
	５
	10時～12時

	
	
	
	
	
	４
	13時～15時
	
	
	
	
	
	４
	13時～15時
	
	※
	
	
	
	６
	13時～17時

	
	
	
	27
	月
	５
	10時～12時
	
	
	２
	１
	月
	５
	10時～12時
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	６
	13時～15時
	
	
	
	
	
	６
	13時～15時
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	５
	11
	月
	７
	10時～12時
	
	
	
	８
	月
	７
	10時～12時
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	８
	13時～15時
	
	
	
	
	
	８
	13時～15時
	
	
	
	
	
	
	

	
	※
	
	25
	月
	９
	10時～12時
	
	
	
	15
	月
	９
	10時～12時
	
	
	
	
	
	
	

	
	※
	
	
	
	10
	13時～15時
	
	
	
	
	
	10
	13時～15時
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	６
	８
	月
	11
	10時～12時
	
	※
	３
	１
	月
	11
	10時～12時
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	12
	13時～15時
	
	※
	
	
	
	12
	13時～15時
	

	
	
	
	22
	月
	13
	10時～12時
	
	
	
	８
	火
	13
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	14
	13時～15時
	
	
	
	
	
	14
	13時～15時
	手話Ⅰ　36講座　 72時間

	
	
	７
	６
	月
	15
	10時～12時
	
	
	
	15
	日
	15
	10時～12時
	手話Ⅱ　34講座　 68時間

	
	
	
	
	
	16
	13時～15時
	
	
	
	
	
	16
	13時～15時
	手話Ⅲ　 6講座　 14時間

	
	
	
	27
	月
	17
	10時～12時
	
	
	４
	５
	月
	17
	10時～12時
	──────────────

	
	
	
	
	
	18
	13時～15時
	
	
	
	
	
	18
	13時～15時
	合　計　76講座　154時間

	
	
	８
	10
	月
	19
	10時～12時
	
	
	
	12
	月
	19
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	20
	13時～15時
	
	
	
	
	
	20
	13時～15時
	

	
	
	
	24
	月
	21
	10時～12時
	
	
	
	19
	月
	21
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	22
	13時～15時
	
	
	
	
	
	22
	13時～15時
	

	
	
	
	31
	月
	23
	10時～12時
	
	
	５
	10
	月
	23
	10時～12時
	

	
	※
	
	
	
	24
	13時～15時
	
	
	
	
	
	24
	13時～15時
	

	
	
	９
	７
	月
	25
	10時～12時
	
	
	
	17
	月
	25
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	26
	13時～15時
	
	
	
	
	
	26
	13時～15時
	

	
	
	
	14
	月
	27
	10時～12時
	
	
	
	24
	月
	27
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	28
	13時～15時
	
	
	
	
	
	28
	13時～15時
	

	
	
	
	28
	月
	29
	10時～12時
	
	
	６
	７
	月
	29
	10時～12時
	

	
	※
	
	
	
	30
	13時～15時
	
	
	
	
	
	30
	13時～15時
	

	
	
	10
	５
	月
	31
	10時～12時
	
	
	
	14
	月
	31
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	32
	13時～15時
	
	
	
	
	
	32
	13時～15時
	

	
	
	
	19
	月
	33
	10時～12時
	
	
	
	21
	月
	33
	10時～12時
	

	
	
	
	
	
	34
	13時～15時
	
	※
	
	
	
	34
	13時～15時
	

	
	
	10
	26
	月
	35
	10時～12時
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	36
	13時～15時
	
	
	
	
	
	
	
	



◇開催時間：月曜日（１０時～１７時・支援センター）
　　　　　　講座終了後　１５時半～１７時まで地域のきこえない人との交流の時間を設けています。
　　　　　　きこえない人との交流には積極的に参加してください。
◇修了条件：講義（日程表の※印の部分）は必須。かつ実技講座を８０％以上受講した者。
◇運営の都合や祝祭日等により、日程及び会場を変更する場合があります。ご了承ください。

第２４回手話通訳者養成講座（平日コース）前期　受講申込書
	受付番号
	
	記入日
	2026年　　　月　　　日
	支援センター使用欄

	ふりがな
	
	
	

	氏　　名
	姓
	名
	

	生年月日
	西暦　　　　年 　　　月 　　　日生
	

	住　　所
	〒

建物名や部屋番号がある場合は明記してください
	

	携帯電話番号
	　　　　－　　　　－
	電話番号
	　　　　－　　　　－

	メール
アドレス
	※１とｌ（イチとエル）０とo（ゼロとオー）、-と_（ハイフンとアンダーバー）などわかりやすく記入ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

yousei-nds@kcn.jpからPDFファイルを添付することがありますので、メールを受信できるよう確認と設定をおねがいします。

	手話奉仕員養成講座
基礎課程受講歴
	受講地域（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　年修了
西暦で記入してください。

	全国手話検定試験
（全国手話研修センター主催）
	取得 （　　　　級） ・ なし　　　受験予定　あり ・ なし

	加入している手話関係団体（手話サークルなど）
	手話学習年数
	年

	申し送りなど
自由に記入
して下さい
	

	申し込み者
チェック事項
	申込者は、申込前に書類の不備がないか、下記項目をチェックしてください
□ 受講申込書に記入漏れはありませんか？
□ 受講資格に該当していますか？
　　１）奈良県の登録手話通訳者として活動を希望する者で、満１８歳以上（ただし高校生は不可）かつ、手話通訳者全国統一試験合格後、手話通訳者として長く活動ができる奈良県在住・在勤の者
　　２）手話奉仕員養成講座 基礎課程を修了している者（修了見込みも含む）
　　３）手話言語の基本文法（手話の特徴）を駆使して、聴覚障害者と日常会話が可能な者
　　４）講座（前期・後期）修了後、手話通訳者全国統一試験を必ず受験し、合格後、奈良県の登録手話通訳者として、心身ともに健康で意欲的に活動に従事できる者
　　５）２０２６年３月１６日（月）に実施する選考テストに参加できる者
　　６）社会福祉法人全国手話研修センター主催の全国手話検定試験２級以上の手話技能資格を有する者　（資格を有していない者は、応相談）
□ 手話奉仕員養成講座基礎課程修了証の写しを同封していますか？
　　↪□同封していない（理由　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 開催要項をよく読んだうえで申込していますか？
記入漏れ、不備があった際は受理できないことがあります。ご注意ください。

	備考
	


＊個人情報は、本講座以外には使用いたしません
奈良県聴覚障害者支援センター
image4.png




